
昭
和
三
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
三
号

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
特
別
給
付
金
の
請
求
手
続
）

第
一
条
　
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
給
付
金
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
は
、
様

式
第
一
号
に
よ
る
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
請
求
書
を
、
裁
定
機
関
（
厚
生
労
働
大
臣
又
は
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
百
二
十
五
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
特

別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
の
裁
定
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
請
求
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
請
求
書
に
、
当
該
請
求
者
が
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
戦
没
者
等
の
妻
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
給
付
金
を
受
け
よ
う
と
す
る
相
続
人
は
、
前
条
に
規
定
す
る
請
求
書
及
び
添
付
書
類
に
、
戸
籍
の
謄
本
そ
の
他
そ
の
者
が
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
相
続
人
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
て
、
裁
定
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
裁
定
の
通
知
）

第
三
条
　
裁
定
機
関
は
、
請
求
者
が
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
も
の
と
裁
定
し
た
と
き
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
裁
定
通
知
書
を
請
求
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
裁
定
機
関
は
、
請
求
者
が
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
有
し
な
い
も
の
と
裁
定
し
た
と
き
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
却
下
通
知
書
を
請
求
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
請
求
書
等
の
経
由
）

第
四
条
　
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
請
求
書
は
、
請
求
者
の
居
住
地
の
市
町
村
長
（
特
別
区
に
あ
つ
て
は
、
区
長
。
）
、
都
道
府
県
知
事
を
順
次
経
由
し
て
、
裁
定
機
関
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
に
係
る
届
出
書
は
、
届
出
者
の
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
一
一
月
一
〇
日
厚
生
省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
五
月
一
日
厚
生
省
令
第
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
施
行
規
則
、
引
揚
者
給
付
金
等
支
給
法
施
行
規
則
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に

対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
施
行
規
則
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
又
は
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
（
以
下
「
遺
族
援
護
法
施
行
規
則
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に

基
づ
い
て
那
覇
日
本
政
府
南
方
連
絡
事
務
所
長
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
手
続
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
遺
族
援
護
法
施
行
規
則
等
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
、
日
本
政
府
沖
縄
事
務
所
長
に
対
し
て
さ
れ
た
手
続
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
五
月
一
日
厚
生
省
令
第
一
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
施
行
規
則
、
引
揚
者
給
付
金
等
支
給
法
施
行
規
則
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に

対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
施
行
規
則
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
又
は
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
（
以
下
「
遺
族
援
護
法
施
行
規
則
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に

基
づ
い
て
日
本
政
府
沖
縄
事
務
所
長
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
手
続
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
遺
族
援
護
法
施
行
規
則
等
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
、
沖
縄
事
務
局
長
に
対
し
て
さ
れ
た
手
続
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
六
月
一
九
日
厚
生
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
五
日
厚
生
省
令
第
二
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
施
行
規
則
、
未
帰
還
者
留
守
家
族
等
援
護
法
施
行
規
則
、
引
揚
者
給
付
金
等
支
給
法
施
行
規
則
、
未
帰
還
者
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施

行
規
則
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
、
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
施
行
規
則
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
支
給
法
施
行
規
則
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規

則
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
又
は
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
遺
族
援
護
法
施
行
規
則
等
」

と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
琉
球
政
府
の
当
局
又
は
沖
縄
事
務
局
長
に
対
し
て
さ
れ
て
い
る
手
続
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
遺
族
援
護
法
施
行
規
則
等
の
相
当
規
定
に
基
づ
い
て
、
沖
縄
県
知
事
に
対
し
て
さ
れ
た
手
続
と

み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
七
月
二
四
日
厚
生
省
令
第
二
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
三
十
八
年
十
月
一
日
に
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
特
別
給
付
金
を
受
け
る
権
利
を
取
得
し
た
者
に
関
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
戦
没
者
等
の
妻
に

対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
第
一
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
十
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
九
年
六
月
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
六
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
六
月
一
四
日
厚
生
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
五
月
四
日
厚
生
省
令
第
二
三
号
）

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
三
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
七
月
一
六
日
厚
生
省
令
第
四
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
八
日
厚
生
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
二
四
日
厚
生
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
及
び
板
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
省
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
規
定
で
あ
っ
て
改
正
後
の
様
式
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
五
月
一
九
日
厚
生
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
八
月
二
三
日
厚
生
省
令
第
五
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
月
一
一
日
厚
生
省
令
第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
二
六
日
厚
生
省
令
第
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
六
日
厚
生
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
七
日
厚
生
省
令
第
三
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
二
〇
日
厚
生
省
令
第
一
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
第
一
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
中
「
様
式
第
一
号
の
七
）
」
の
下
に
「
、
法
第
三
条
第

五
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
様
式
第
一
号
の
八
」
を
加
え
る
部
分
及
び
同
条
に
一
項
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
同
令
様
式
第
一
号
の
三
及
び
様
式
第
一
号
の
五
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
中

戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
第
一
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
中
「
様
式
第
一
号
の
七
」
の
下
に
「
、
同
条
第
十
一
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
様
式
第
一
号
の
八
」

を
加
え
る
部
分
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
三
条
第
十
項
」
を
「
法
第
三
条
第
十
項
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
条
に
一
項
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
は
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

2



（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
一
号
の
九
ま
で
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用

さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
一
号
の
九
ま
で
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
六
月
一
二
日
厚
生
労
働
省
令
第
八
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
第
一
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
中
「
様
式
第
一
号
の
九
）
」
の
下
に
「
、
法
第
三
条
第
六
項
の
特
別

給
付
金
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
様
式
第
一
号
の
十
」
を
加
え
る
部
分
及
び
同
条
に
一
項
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
第
二
条
中
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
第
一
条
の
改
正
規
定

（
同
条
第
一
項
中
「
様
式
第
一
号
の
九
」
の
下
に
「
、
同
条
第
十
三
項
の
特
別
給
付
金
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
様
式
第
一
号
の
十
」
を
加
え
る
部
分
、
同
条
に
一
項
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
は
平
成
二
十
五
年
十
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
二
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
五
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
六
条
、
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
及
び
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
八
条
ま
で
の
規
定
　
番
号
利
用
法
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
）

（
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
施
行
規
則
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、

同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
四
月
一
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
九
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
号
）
　
抄

3



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と

み
な
す
。

２
　
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
一
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
令
第
七
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
様
式
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
請
求
さ
れ
た
特
別
給
付
金
の
裁
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
厚
生
労
働
省
令
第
二
〇
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働
省
令
第
六
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
に
よ
る
特
別
給
付
金
に
係
る
請
求
手
続
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
施
行
規
則
様
式
第
一
号
及
び
第
一
号
の
二
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
六
日
厚
生
労
働
省
令
第
一
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様
式
第
一
号
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様
式
第
二
号
（
第
３
条
関
係
）

様式第二号(第3条関係) 

 

裁 定 通 知 書 

 

第      号  

 

     下記のとおり裁定したので通知します。 

      令和  年  月  日 

 

厚生労働大臣            印 

都道府県知事              

 

根 拠 法 

給 付 の 種 別 

国 債 の 名 称 

 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 

 戦没者等の妻に対する特別給付金 

 第  回特別給付金国庫債券 

券 面 種 別 円券  国債の記号 号  

死 亡 者 
  

請 求 者 
年  月  日生 

住 所 

  

注1 国債を受領する際は、この通知書を提示して下さい。 

   なお、国債が交付されるまで、事務手続上多少時間がかかりますのでご承知下さい。 

 2 この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して3か月

以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。 

 3 この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以

内に、国が処分を行った場合には国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務

大臣)、都道府県知事が処分を行った場合には都道府県を被告として(訴訟において都道

府県を代表する者は都道府県知事)提起することができます(なお、処分の通知を受けた

日から6か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起

することができなくなります。)。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して3

か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁

決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととさ

れています。 
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様式第三号(第3条関係) 

 

却 下 通 知 書 

 

第      号   

 

     下記のとおり却下したので通知します。 

     令和  年  月  日 

 

厚生労働大臣 

都道府県知事 
印  

 

根 拠 法 

請 求 の 種 類 

請 求 年 月 日 

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 

特別給付金の請求 

  年  月  日 

請 求 者 

年  月  日生 

 

死 亡 者 
  

却 下 理 由 

注1 この処分に不服があるときは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して3か月

以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。 

 2 この処分の取消しの訴えは、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以

内に、国が処分を行った場合には国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務

大臣)、都道府県知事が処分を行った場合には都道府県を被告として(訴訟において都道

府県を代表する者は都道府県知事)提起することができます(なお、処分の通知を受けた

日から6か月以内であっても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起

することができなくなります。)。ただし、処分の通知を受けた日の翌日から起算して3

か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁

決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととさ

れています。 
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